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委 員 会 審 査 報 告 書 

 

本委員会に付託された議案について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第

８０条の規定により報告します。 

 

記 
  

１ 委員会付託議案 

 ・議第６４号 福知山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

・議第６５号 福知山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

・議第６８号 訴えの提起（裁判上の和解を含む。）について 

・議第６９号 訴えの提起（裁判上の和解を含む。）について 

・議第７２号 損害賠償の額について 
 

２ 審査の概要  

１２月１６日に委員会を開催し、地域振興部、建設交通部、上下水道部から議案につい
て詳細な説明を受け、議案審査を行いましたので、主な概要について報告します。 

初めに、議第６５号について、「政令等改正は技術者不足が背景にあるのか」を問う質疑
があり、「今年の４月に厚生労働省から国土交通省に所管が移管した。国土交通省が所管し
ていた下水道の設計等に係る資格要件の考え方を踏まえ改正されたものである」との答弁

がありました。続いて、「改正に伴うデメリット」を問う質疑があり、「今まで水道の実務
に従事した経験者しか資格要件を満たさなかったのが、道路河川の実務に従事した者も対
象となり門戸が広がった分、市としては動きやすくなった。デメリットはない」との答弁
がありました。 

次に、議第６８号について、「督促の内容や支払いができなかった理由」を問う質疑があ
り、「督促の内容について、相手方は入所当時から滞納が常態化しており、督促は５９回、
催促は２回行い、入所中は直接出向いて、支払いも促してきた。支払いができなかった理
由について、入所時に就業状況は確認しており、滞納理由は経済的理由ではなく誠意ある
対応がされなかったことと理解している」との答弁がありました。また、「今後同様のケー

スが起きないようにするための今後の対応」を問う質疑があり、「現在支払いは口座振替を
推奨しているが、相手側の都合に合わせている。今後は支払いの説明方法の改善を検討し
ていきたい」との答弁がありました。 

次に、議第６９号について、「議第６８号とほぼ同時期に滞納が起こった理由」を問う質
疑があり、「本ケースは入所当初は支払いが納期内にされていたが令和５年の１月頃から支
払いが遅れだし、最終的に滞納をしたまま退去となり、現在も支払いがない。近い時期だ
が事情は違う」との答弁がありました。また、「本住宅の目的である移住定住を促す意味で
も、滞納を防ぐ意味でも、親身になり支援を行う人が必要ではないか」を問う質疑があり、
「本住宅は、一つの自治会となっており、現状は自治会の主体性に任せている」との答弁



がありました。 

次に、議第７２号について、「発生状況と折損理由」を問う質疑があり、「車が福知山か

ら京都方面に走行中、路肩のカーブミラーが折損し、車体の左側にぶつかった。折損理由
はカーブミラーの根本の腐食と強風が考えられる」との答弁がありました。また、「このカ
ーブミラーの現状」を問う質疑があり、「国土交通省に国道９号の占用許可の申請を行い近
日中に同じ場所に新しいカーブミラーを設置する予定である」との答弁がありました。ま
た、「カーブミラーの点検状況と今後の再発防止策」を問う質疑があり、「令和３年に現地
の点検をしていた。本事象発生後は、市内の全カーブミラーを点検し異常がないことを確
認した。今後は道路パトロールでの点検とともに市民や自治会長から情報提供いただける
よう促していきたい」との答弁がありました。 

なお議第６４号についての質疑はありませんでした。 

  

反対討論 

なし   

賛成討論 

なし 
 

３ 審査結果 

 ・議第６４号 全員賛成で原案可決 

 ・議第６５号 全員賛成で原案可決 

 ・議第６８号 全員賛成で原案可決 

 ・議第６９号 全員賛成で原案可決 

 ・議第７２号 全員賛成で原案可決 

 


